
○
経
済
産
業
省
告
示
第
百
七
十
八
号 

 

貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
重
要

管
理
対
象
技
術
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
を
行
お
う
と
す
る
者
に
報
告
を
求
め
る
事
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令

和
六
年
十
二
月
三
十
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
六
年
十
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

武
藤 

容
治 

一 

外
国
法
人
へ
の
出
資
、
製
造
委
託
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
伴
い
、
重
要
管
理
対
象
技
術
を
外
国
（
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭

和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
別
表
第
三
に
掲
げ
る
地
域
以
外
の
外
国
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。）

に
お
い
て
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
を
行
お
う
と
す
る
居
住
者
若
し
く
は
非
居
住
者
又
は
重
要
管
理
対
象
技
術
を

外
国
の
非
居
住
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
を
行
お
う
と
す
る
居
住
者
は
、
別
紙
様
式
に
よ
り
、
当
該
取
引
に

係
る
契
約
を
締
結
す
る
前
に
、
当
該
取
引
に
係
る
報
告
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次

に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

イ 

貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う

。）

第
九
条

第
二
項
各
号
（
第
七
号
を
除
く

。
）

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引 



ロ 

専
ら
検
査
、
試
験
又
は
品
質
保
証
を
可
能
と
す
る
重
要
管
理
対
象
技
術
の
提
供
を
目
的
と
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
取
引
で
あ
っ
て
、
省
令
第
九
条
第
二
項
第
七
号
ロ
又
は
ニ
に
規
定
す
る
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の 

二 

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
重
要
管
理
対
象
技
術
」
と
は
、
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
別
表
の
一

六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
の
う
ち
、
当
該
技
術
を
提
供
し
た
後
に
、
当
該
技
術
の
提
供
を
受
け
た
者
が
当
該
技
術
を
内

容
と
す
る
情
報
を
適
切
に
管
理
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
省
令
第
九
条
第
二
項
第
七
号
ロ
又
は
ニ
に
規
定
す
る
お
そ
れ
が
生

じ
る
技
術
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ 

電
子
部
品
及
び
そ
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

（
一
）
積
層
セ
ラ
ミ
ッ
ク
コ
ン
デ
ン
サ
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術 

（
二
）
弾
性
表
面
波
フ
ィ
ル
タ
又
は
バ
ル
ク
弾
性
波
フ
ィ
ル
タ
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術 

（
三
）
電
解
銅
箔は

く

（
米
国
電
子
回
路
協
会
が
定
め
た
規
格
Ｉ
Ｐ
Ｃ-

４
５
６
２
Ｂ
の
Ｕ
と
同
等
又
は
そ
れ
以
上
の
性
能
を

有
す
る
回
路
基
板
用
の
も
の
に
限
る

。
）

の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術 

（
四
）
誘
電
体
フ
ィ
ル
ム
（
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
（
燃
料
を
使
用
す
る
も
の
を
含
む

。
）

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
制

御
す
る
装
置
に
用
い
ら
れ
る
平
滑
用
フ
ィ
ル
ム
コ
ン
デ
ン
サ
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る

。
）

の
設
計
又



は
製
造
に
係
る
技
術 

（
五
）
チ
タ
ン
酸
バ
リ
ウ
ム
粉
体
の
合
成
に
係
る
技
術 

ロ 

炭
素
繊
維
及
び
炭
化
け
い
素
繊
維
並
び
に
そ
れ
ら
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

（
一
）
炭
素
繊
維
の
プ
リ
カ
ー
サ
ー
の
製
造
及
び
焼
成
に
係
る
技
術 

（
二
）
炭
化
け
い
素
繊
維
の
プ
リ
カ
ー
サ
ー
の
製
造
及
び
焼
成
に
係
る
技
術 

ハ 

半
導
体
集
積
回
路
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

（
一
）
半
導
体
用
の
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
に
使
用
す
る
レ
ジ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
二
四
八
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
波
長
の
光
で
使

用
す
る
よ
う
に
最
適
化
さ
れ
た
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術 

（
二
）
非
鉄
金
属
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
材
（
極
端
紫
外
を
用
い
て
集
積
回
路
を
製
造
す
る
た
め
の
装
置
を
用
い
て
形
成
さ
れ
る

集
積
回
路
用
の
配
線
工
程
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る

。
）

の
製
造
に
必
要
な
技
術
（
原
料
か
ら
イ
ン
ゴ
ッ
ト
を

製
造
す
る
工
程
又
は
イ
ン
ゴ
ッ
ト
の
製
造
を
伴
わ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
原
料
で
あ
る
粉
末
を
混
合
し
、
か
つ
合
成

す
る
工
程
に
お
い
て
、
集
積
回
路
の
製
造
の
用
に
供
す
る
た
め
に
金
属
の
純
度
を
高
め
る
技
術
に
限
る

。） 



ニ 

電
子
顕
微
鏡
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

（
一
）
走
査
型
電
子
顕
微
鏡
又
は
透
過
型
電
子
顕
微
鏡
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術 



別紙様式  
 

重要管理対象技術の提供を目的とする取引に係る報告書  
 

 年  月  日 
 

経済産業大臣 殿 
 
 

報 

告 

者 

氏名又は名称及び  

代 表 者 の 氏 名 

責任者の氏名 

住 所 又 は 主 た る 

事 務 所 の 所 在 地 

 

事 務 上 の 連 絡 先 

（担当者氏名、電話番号及 

び電子メールアドレス） 

 

下記のとおり報告します。 

１ 

取
引

の
相
手
方 

氏 名 又 は 名 称 
 

住 所 又 は 主 た る 

事 務 所 の 所 在 地 

 

２  契約締結予定年月日  

３  技術移転の予定時期  

４  技術の種類、内容  

５  取 引 の 概 要 
（目的、経緯、内容） 

 

 

 

６  そ の 他 の 事 項 
 

 

 

 




